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計画の策定にあたって 

 

1.計画策定の背景・目的 

 

但馬地域では人口減少や少子高齢化が進む中、公共交通の利用者が減少しており、存続

が重大な課題となっている。公共交通が衰退すれば、交通弱者の移動が制限されるなど、

住民の日常移動に支障が生じることで、地域の活力の低下につながり、さらなる人口減

少につながっていく。 

これに対して、但馬地域では、各市町と交通事業者が危機感を持ち、限られた財源や人

材の中で、路線バス・コミュニティバスの運行を実施しており、また一部地域では、自家

用有償運送やグリーンスローモビリティの実証実験など新たな取り組みを実施しており、

公共交通の課題に対する意識が高い地域といえる。また、但馬地域の路線バスは市町内

だけでなく、複数の市町を跨ぐ路線を運行している。 

しかし、路線バスやコミュニティバス等の運行はそれぞれの運行主体に任せられ、相互

の連携や取り組みから得る知見など情報交換を行う場が少なかった。 

また、但馬地域では豊岡市を中心とした隣接市町への移動が多く、それらが主に自家用

車を利用しており、高齢者の交通事故の増加が全国的に課題となっている中で、市町を

跨ぐ移動について検討を行う必要がある。 

このような背景から、但馬地域の実状にあわせた公共交通を構築・維持するため、国、

県、市町、交通事業者等と連携し、地域公共交通の再編に向けた但馬地域公共交通計画の

策定を行うものとする。 

 

 

2.策定主体 

 

兵庫県、豊岡市、養父市、朝来市、 

香美町、新温泉町 

 

3.計画の区域 

 

本計画の区域は、但馬地域（豊岡市、

養父市、朝来市、香美町、新温泉町の

3 市 2 町）全域とする。 
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4.計画の期間 

 

本計画の計画期間は令和 4（2022）年～令和 13（2031）年の 10 年間とし、5 年

経過時点で検証・見直しを行う。 

 

 

5.計画の位置付け 

 

本計画は、但馬地域全体の公共交通の基本方針となることから、県の上位計画である「但

馬地域ビジョン」の方針を踏まえるとともに、関連計画との連携を図る。また、各市町の

まちづくりの基本方針である総合計画や都市計画マスタープラン等の関連計画と連携し、

地域の実状とあわせた計画とする。 

なお、市町が策定する地域公共交通網形成計画とは、連携を図るとともに、広域的視点

でこれら計画を補完するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇 豊岡市基本構想
〇 第2次養父市総合計画
〇 第2次朝来市総合計画
〇 第2次香美町総合計画
〇 第2次新温泉町総合計画

〇 豊岡市都市計画マスタープラン
〇 養父市都市計画マスタープラン
〇 朝来市都市計画マスタープラン
〇 朝来市立地適正化計画

〇 但馬地域ビジョン

【兵庫県】 【各市町】

〇 但馬地域都市計画区域マスタープ
ラン

〇 北近畿タンゴ鉄道沿線地域公共
交通網形成計画

〇 豊岡市地域公共交通網形成計画
〇 朝来市地域公共交通網形成計画

但馬地域公共交通計画

〇 ひょうご公共交通10カ年計画
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7.策定スケジュール 
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8.計画策定に向けた調査の概要 

 

〇令和 2 年度（計画素案の策定） 

（1）地域特性の把握 

人口分布、施設立地（病院、公共施設、商業施設、観光施設等）、公共交通の現況な

ど地域特性を把握・整理 

 

（2）上位・関連計画の把握 

兵庫県や各市町が策定している地域公共交通網形成計画や総合計画、都市計画マス

タープランなどの上位・関連計画を整理 

 

（3）住民アンケートの実施 

ニーズ把握のため、地域住民を対象としたアンケートを実施 

 

（4）試験運行の実施 

市町を跨ぐバスの試験運行を実施 

 

（5）試験運行利用者アンケートの実施 

ニーズ把握のため、試験運行利用者へアンケートを実施 

 

 

〇令和 3 年度（計画の策定） 

（１） パブリックコメントの実施 

計画の素案に住民・利用者等の意見を反映するため、パブリックコメントを実施 

 

（２）試験運行の実施 

市町を跨ぐバスの試験運行を実施 

 

（３）試験運行利用者アンケートの実施 

ニーズ把握のため、試験運行利用者へアンケートを実施 

 

 

 

  




